
事務総局会議（第35回）議事録
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5分日時l令和3年11月2日 (火)午前川時00分~午前10-2
総局会議室場所

出席

者

中村事務総長，小野寺総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民

事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広
報課長，杜下情報政策課長，染谷審議官，後藤審議官

口
仲裁法の改正に関する要綱案について

門田民事局長説明
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裁判官会議付議
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●秘書課長 大須賀 寛
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鍔総長，小野寺総務局長，穂l繭

横行政局長，吉崎刑事局長， 手

杜下情報政策課長．塾谷審議

ゴ月。．

謡議会等開催
隙L拳ヮ
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事務総局会議資料隼｛
《 i l月．？日開催）

（令和3． 11 9広企印）

第25回最高裁判所裁判官国民審査における罷免を可とする投票数と罷免を可としない投票数

告示

順序
裁判官氏名

有効投票数から
記載無効数を
除いた数
(A)=(B)+(C)

罷免を可とす
る投票数
(B)

罷免を可とし
ない投票数。
(C)

､■

罷免を可とする投票
数の率

(B)/(A)×100(%)
～

1 深山卓也 57,180,790 4,473 , 315 52,707,475 7．82

2 岡 正晶 57,180,787 3 3 544,361 53,636,426 6.20

･ 3 宇賀克也 57,180,788 3,911》314 53,269,474 6．84

4 堺 ・徹 57,180>816 3j539,058 53,641,758 6．19

5 林道晴 57,180,821 4,397,748 52,783,073 7．69

6 岡村和美 57,180,813･ 4,149,807 53,031,006 7．26

7 ､三浦 守 57,180,.806 3禽813,025 53,.367,781 6．67

8 草野耕一 57,180,･797 3,821,616 53ｼ359,181 6．68

9 渡邊恵理子
』

57 オ 0,787 3,468,613 53,712,174 6．07

10 安浪 亮 介 57,180,807 3,384,687 ･ 53,796,120 5．92

11 長嶺安政 57,180,836 4,138,543 53j042,293 7．24

平 均 6．78
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【事務総局会議。配布資料】

令和4会計年度における協艤会等開催計画
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翻馴 開催時期 会期 畿察項

当面の司法行政上の諸問題

h

協議眉等

高裁長官，地裁・家裁所長

所管局諜 雑へ福

長官，所長会同1 6月･1.日， 2
日

2日
総務局 84人

長官事務打合せ

長官軍務打合せ

2 11月21
日‘ 22日

2日 司法行政上の諸問題

司法行政上の諸問題

高裁長官

嵩莪宴胃

総務局 8人

3 3月9日

（予備日
月3日，
日）

1日 総務局 8人
３
７句
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高裁事務局長事務汀苔壱4 世0月7日，
3月2日

（2回）

司法行政王あ語間題1日 高裁事務局長 総務局 8人

高裁総務課長等事務打苔を

高裁首席書記官事務打合せ

戸

、 11月10日 総務事務全設而連語協爾

書記官事務全般の連絡協議

1日 高裁総務課長及び文書企画官 総務局 16人

61 11月･11日 1日

》
》

総務局 16人

人事関係等事務打苔を（高裁事務局次
長）

7 5月 2日 人事行政等事務全般の運藷協讓

人事行政事務全般の連絡協議一

人事行政事務至腰あ運霜露悪~‐

一
一
一

人事局 8人

人事事務打合せ（高裁人事深長）

人事事務打合せ（高裁人事課長）

8 10月 2日 人事局 16人

9 2月 2日 人事局 16人

経理関係等事務汀苔吾（高裁事務局次
長） ．

10 9月 経理行2日 全般の連＃ 経理局 8人

経理関係等事務打合せ（高裁事務局茨
長）

11 1月 経理行政等事務至腰而運蒋協藤
◆

経理行政事務全般の連絡f謙譲

'2日 経理局 8人

経理事務打合せ（高裁会計課長）12 10月 2日
経理局 ’ 16人

経理事務打合せ（高裁会計課長〕13 2月 経理行政事務全腰而運語溺霧

調停制度の在り方に関し考慮すべき事項

2日

蕊倉蕊霊…
民事調停委員，家事調停委員 ｜
高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所寵｜査官

経理局 16人

ｌ
「
ｌ
「
１
Ｊ

調停委員協議会14 5月26日 1日 民事局
家庭局
約100人

首席家庭裁判所調査官事務打吾を ’15 5月 1日
家庭局 8人

1



所管局諜
番
号 種湯ll 開催時期 会期

一

＃砺溌事項 協議員等 総人員

後見関係零俘事務打合せ
1高裁の民事次席書記官1名
2． 高裁の総務課長又は総務謀課長補佐のいずれ
か1名

3高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判官
又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席書
記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1名

16 7月7日 1日 後見関係事件の運用に関干再蓮諮協謡
（テレビ会識）

家庭局 40人

ノ

ノ
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【事務総局会議・配布資料】

令和4会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）

尋
所管局

課
種獄I 開催時期 会期 協議事項 協議員竺

1高地家裁総務課長
2高地家裁文書企画官，高地家裁総
務媒課長補佐，専門官のうち高裁が相
当と認めるもの 、

高地家裁の首席書記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

開催地 総人員

総務課長等協議会 (未定） 総務事務全般に関する諸問題1日 客窩翻所灌通訳冨開罹逓
を選定予定（合同開催）

総務局 約118人 TI

回G首席書記官等協議会 1月～2月 書記官事務について，首席書記官とし
て考慮すべき事項等

1日 各高裁所在地から開濯晒
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

人事関係事務協議会 6月～7．月３
酉
４

人事事務の処理に関し考慮子哀き事項1日 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長．

各高裁所在地から開催地
を摸数選定〈合同開催）

人事局 116人

人事管理協議会 9月 人事管理上の諸問題1日 高裁の事務局次長及び人事課長，地・
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130人

人事担当課長等協議会 10月～12月5 人事事務全般に関する諸問題1．日 1各高等裁判所の人事顎腎長及び人事
課課長補佐等

2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地か百開曜麺
を選定予定

人事局 116人

経理関係事務協議会 6月～7月6 経理事務の処理に関し考慮ず表き琴項0． 5

日
高裁の事務局次長及び会計課長，地家
裁の事務局長 ．

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 116人

会計課長協議会7 (未定） 予算の適正執行及び効率的執行に関
し，考慮すべき事項

1日 高裁の会計課長及び地家裁の套許誤長 各高裁所在地から開蔭晒経理局
を複数選定予定（合同開
催) ．

61人

－

8 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運
用に関し実務上考慮すべき事項

へ
。日
日
１
２
．

簡裁の裁判官及び書記富~~民事爾唇委
員，司法委員． ．

各地裁 民事局 各地裁で決定

国新任民事調停委員研修
会

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

民事調停事拝の処理に必要鮫基礎的知
識の習得

2日 新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

ﾛ ■

10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

民事調停事件の処理につき事例研究の
方法による実践的な知織及び技術の習
得

1日烏 新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

111民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

民事調停事件の処理につき必要な応用
的知職及び技術の習得

1日～
2日

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で決定
ノ

一

12 民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定 一一
（6月～翌年3
月）

民事調停事砕の処理につき事例研究の
方法による実践的な知識及び技術の習
得

1民事●家事調停の運営に関し考慮
すべき事項
2高裁長官表彰

1日～

2日
民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

|”
調停運営協議会及び調
停委員表彰式

各高裁で決定
（9月～11月）

1日 各地裁及び家裁管内の調停協会におい
て指導的地位にある調停委員 ．

各高裁 民事局
家庭局

各高裁で決定

1
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"lll 開催時期 会期 協綴事項 協議員等 開催地

鑑定委員協議会 開催する地裁で決
定
（6月_雲12月）

借地非訟事件の処理に関し考慮すべき
事項．

1日 東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する地裁で決
定

'15 新任司法委員研修芸 各地裁で決定・
(II月～8月）

司法委員としての職務につき必要な基
礎的知識の習得

新任司法委員５０
日

各地裁 民事局 各地裁で決定

ロ ■

司法委員研究会 各地裁で決定一一

（6月～翌年3
月）

司法委員としての職務につき必要な実
践的知識及び技能の習得

16 1日～

2日

司法委員 各地裁 民事局 各地裁で決定

管財人等協議会 各地裁で決定一

（9月～翌年3
月）

17 倒産事件の管財業務等の処理に関し考
慮すべき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員,､会社更
生事件の管財人等

1日 各地裁 各地裁で決定民事局

刑事事件担当裁判官協
議会

1月～2．月 1裁判員裁判の運用上の課題
2．その他刑事事件の処理に関し考慮
すべき事項

18 1日 刑事事件担当の高裁・地裁の裁判官 .(合同開催）4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

刑事鑑定研究会 各地裁で決定
(6月～翌年3
月）

19 刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学誠経験者並びに地裁の裁判官及び書
記官 ． ．

0． 5

日

各地裁 刑事局 各地裁で決定

心神喪失者等医療観察
法関係研究協議会

各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

医療観察事件の処理上問題となる事項
及び実体的な判断の在り方に関して考
慮すべき事項

20 精神保健判定医及び精神保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁0．． 5

日

刑事局 各地裁で決定

|欝鬘胃議難鱗
各高裁で決定（6
月～翌年3月）

犯罪被害者等基本法1~9条の趣旨を踏
まえ，犯罪被害者等の置かれた立場，
状況等に関する理解を深めるための意
見交換等

21 意見交換等のテーマに応じた外部有識

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局
家庭局

0． 5

日

各高裁で決定

|る理解を深めるための
|研究会

法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

法廷通訳経験のない又は少ない初級レ
ベルの通訳人候補者等を対象とした法
廷通訳に必要な知織・技能の習得

刑事局
民事局
行政局
家庭局

各地裁で決定通訳人候補者となることを希望し，か

つ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官．

各地裁22 1日

23 各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

法廷通訳セミナー 各高裁で決定
（6月～翌年3
月） ‐

中級レベルの通訳人候補者を対象とし
た法廷通訳に必要な知繊・技能の習得

通訳人候補者並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

刑事局
民事局
行政局
家庭局

各高裁で決定2日

p Q Q ロ

通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

東京，大阪各地裁 刑事局
民事局

行政局
家庭局

各高裁で決定法廷通訳フォローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定
（6月～翌年3
月）

上級レベルの通訳人候補者を対象とし
た法廷通訳に必要な知識・技能の習得

2日24

● ■

■
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輔釧 開催時期 glWI 協議事項 協議員等 開催地 総人員
■ ■

保護観察に関ずろ蓮霜
協議会

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

保護観察の実情について
その他 ．

0． 5

日

１
２

刑事事件担当の地裁め裁判官，裁判所
書記官及び保護観察所の職員

各地裁 刑事局 各地裁で決定

ロ ヨ

ノ
■ ■

'2‘ 簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会
10月～12月 1日 1刑事事件の運用に関し考感ず麦吾

事項、
2その他

刑事事件担当の簡裁裁判官，開催地所
在の地裁裁判官 ． ．

（合同開催)~4高蕊で開
催（開催地は未定）

刑事局 108人

検察審査会事務局長研
究会

27 9月～11月 検察審査会事務局事務について必要な
知識の取得及び実務上の諸問題の検討

0. 5

日
地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は，第一桧察霊査会)の事務局長

（一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

－

28 労働審判員研修会 各地裁で決定一

（原則として4月
～6月）

労働審判詞牢あ処理に必要な基礎的知
識の習得 ．

1日 新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定

労働審判員研究会29 各地裁で決定

（原則として9月
～12月）

労働審判事件の処理に必要な専門的郊
識の習得

1日 労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で決定

一

知的財産権訴訟研究会30 原則として9月～
2月

知的財産権訴訟について考慮すべき実
務上の諾問題．

0． 5

日
知財高裁の裁判官並びに大阪高裁7~東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
（注）主催は知財高裁 、

東京高裁
（知財高裁）

行政局 22人

1 口

知的財産権関係事件担
当専門委員実務研究会

原則として6月～
12月

31 知的財産権関係事件における専門委員
の関与の在り方

0． 5

日
1知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官
2 ．知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことｶﾐある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
（注）主催は知財高裁

東京高裁
（知財高裁）

行政局 知財高裁で決定

新任家事調停委員研修
会 ，

家事調停事件の処理につき必要な基礎
知識の習得

各家裁で決定（原

則として4月～7
月）

32 1日～

2日
新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

33 家事調停委員研究会 各家裁で決定(6
月～翌年3月）

家事調停事件の処理につき必要な専門
的知識の習得

家事調停委員1日～

2日
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

1 1 1 H l I●

、 I

家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

34 家事調停事件の処理につき事例研究の
方法による必要な知識の習得

1日～

2日

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

ヨ
’家庭裁判所家事実務研

究会

35 各家裁で決定（6

月～翌年3月)．
家事事件の処理に関し考慮すべき事項1日～

2日
家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，家事調停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

ロ

3



函
蝿
画
翻

所管局
課

種別 開催時期 会期 協議事項 協議量等

家裁の裁判官及び書記官, ・家裁調査
官，福祉関係，医療関係,その他協議
事項に関連する機関・団体の職員の中
から，各家裁の実情等を考慮して選定

開催地 総人員
e勺

家事関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定一
（4月～翌年3
月）

家事事件の処理に関して連絡調整を要
する事項 ‘ ．

1日～

2日
各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定I圭脚 I

●Ｂ
Ｇ
■
■
■

■
■
■
■
■

ｌ
８
ｂ
■

少年関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定

（4月～翌年3
月）

37 1日～

2日

少年事件の処理に関して連絡調整を要
する事項 。

』

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官，保護関係，教育関係及び警察関
係，その他協議事項に関連する機関・
団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で決定

1 1 1

新任参与員研修会
各識で決定('1韻志月～3月）

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理
につき必要な基礎的知識の習得

38 新任参与員又ほど現に準ずる蓼写員 各家裁の本庁又ば支部 家庭局 各家裁で決定

参与員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

'39 家事審判事件及び人事訴訟事件の処理
につき必要な専門的知識の習得

1日～

2．日
参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で決定

■ ■ ■

回首席家庭裁判所調査官
協議会

首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭
裁判所調査官の調査事務等に関し考慮
すべき事項．：

1月～2月 1日 首席家庭裁判所調査官 《合同開催）※予定
東京（東京，札幌)
大阪（大阪，広島）
名古屋（名古屋，仙台）
福岡（福岡，高松）

家庭局 50人

家事事件担当裁判官等
協議会

各高裁で決定

（1月～2月）

'41 家事事件の運用上の諸問題1日

’
高裁管内の家裁において家事軍拝を担
当する裁判官，書記官及び家裁鯛査官

（合同開催）4～5高裁
で開催（開催地は未定）

家庭局 各高裁で決定

ノ

4



事務総局会議.(第37回）議事録
１
１ 蔑万夛司|令和3年】

１１

1月16日 （火）午前10時00分～午前10時20分日時

総局会議室場

出席中村事務総長，小野寺総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民

者 事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広

報課長，杜下情報政策課長，染谷審議官，後藤審議官

|議事｜ 総務局関係事項について
｜ ｜ 小野寺総務局長説明(資料）

出席

彊圭

議事

｡

７

1

一

●

0 1

【

結果’ ◎裁判官会議付議 1

－－む－－－－－－ １
１

－－一 一

●秘書課長 大須賀 寛
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､事務総局会議資料
《 1 1EI6日開催） 【総局会議配布資料】

岡村裁判官め識務執行回避申立てについての審議費料
0

ハ

岡村裁判官の回避許可申立書写し１
２
３

ク
ロ

第
第
第

』
～

、

回避申立てに係る事件につい､て
0

参照条文

I

1

0
p

p

巳｡ ｡

'

【

』
《

●

《
ウ

､

9

”

I

’、

I
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【総局会議配布資料】

資料第1

令和3年11月9日
申

～

最高裁判所長官大谷直人殿

最高裁判所裁判官岡村和美

回避許可申立書

私は，下記許可抗告事件の原々決定の審理に際し,消費者庁長官として関与して

いるため，同事件の職務の執行を回避すべきものと思料しますので， これを許可さ

れるよう申し立てます。

記

令和3年（許）第14号文書提出命令申立て一部却下決定に対する抗告審の変

更決定に対する許可抗告事件

抗告人(抗告人｡申立人) ｜ － |外■
相手方（相手方。相手方) 国



【総局会議配布資料】

資料第2

回避申立てに係る事件について

～

1事件名・当事者名

令和3年（許)第’4号文書提出命令申立て一部却下決定に対する抗告審の

変更決定に対する許可抗告事件

（第二小法廷）

抗告人(抗告人･申立人)［J ご|外■
相手方（相手方。相手方） 国

主任岡村裁判官 佐野調査官

2事案の概要

本件の本案訴訟は，経営破綻した株式会社安愚楽牧場（以下「安愚楽牧場」

という。 ） との間で黒毛和牛種の売買及び飼養委託に係る契約を締結した抗告

人らが，相手方において，安愚楽牧場に対して，特定商品等の預託等取引契約

に関する法律（以下「預託法」 という。 ）に基づく規制権限を適切に行使しな

かったととにより損害を受けた旨主張し，相手方に対し，国家賠償法1条1項

に基づき，損害賠償を求める事案である。

本件は，抗告人らが，本案訴訟において』農林水産省ないし消費者庁の職員

等が安愚楽牧場の預託法違反の事実を認識していたことなどを立証するために

必要があるとして，相手方の所持に係る各文書（以下「本件各文書jという。 ）

につき，文書提出命令の申立てをした事件であり，本件各文書が民訴法220条

4号ロに掲げる文書に該当するか否かが問題となっている。

原々審（東京地方裁判所令和元年8月28日決定）は， 申立人らの申立てを

一部認容し，原審（東京高等裁判所令和3年8月26日決定）は，原々決定を

一部変更し，抗告人らの申立てを一部認容した。

3 岡村裁判官の関与



ウ

●

【総局会議配布資料I

原々審裁判所からの民訴法223条3項

本件各文書が民訴法220条4号ﾛに掲

岡村裁判官は，梢費者庁長官在任中，

による求意見に対し，監督官庁どして，

げる文書に該当する旨の意見を述べた。
､

1
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【総局会議配布資料】

資料第3

参照条文

（裁判官の回避）

民事訴訟規則第12条

裁判官は，法第23条（裁判官の除斥）第1項又は第24条（裁判官

の忌避）第1項に規定する場合には，監督権を有する裁判所の許可を得

て，回避することができる。

（裁判官の除斥）

民事訴訟法第23条

裁判官は，次に掲げる場合には， その職務の執行から除斥される。た

だし，第6号に掲げる場合にあっては，他の裁判所の嘱託により受託裁

判官としてその職務を行うことを妨げない。

1 ．裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が，事件の当事者

であるとき，又は事件について当事者と共同権利者，共同義務者若し

くは償還義務者の関係にあるとき。、

2 裁判官が当事者の．4親等内の血族J 3親等内の姻族若しくは同居の

親族であるとき，又はあったとき。

3 裁判官が当事者の後見人，後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助

人又は補助監督人であるとき。

4 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。

5 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき，又は

あったとき。

6 裁判官が事件について仲裁判断に関与し，又は不服を申し立てられ

た前審の裁判に関与したとき。

（2項省略）

、



6

【総局会議配布資料】

（裁判官の忌避）

民事訴訟法第24条

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき¥ま，当事者は，

その裁判官を忌避することができる。

(2項省略）

ロ

‐

〃
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事務総局会議（第38回）議事録
I

1月22日（月）午後2時00分～午後2時10分日時
一

陣霊室
|艫薑蕊業害薑鑿=髻離鷆亭鶏灘=昊薑蕊課
長兼広報課長，杜下情報政策課長，染谷審議官，後藤審議官，真鍋経理
局主計課長

令和3年度裁判所所管補正予算（第1号）について令和3年度裁判所所管補正予算

場所
一一一

席出
者

榎本経理局総務課長説明（資料）

議事

’

ー

1

ウ

P

，

、

－－一一一一

｜結果 ◎裁判官会議付議 一一－

秘書課長 大須賀 寛

－ 一一－－
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事務総局会議資料
( I I月ユユ日開催）

[亜］

令和3年度裁判所所管補正予算（第1号） （案）について

(単位:千円）

区 分 金 額 備 考

当初予算額 325,367,912

補正要求額

修正追加額

修正減少額

△33,904

3,129,830

△3,163,734

物件費

(裁判手続のIT化等) 1,548,704

裁判所施設費

(裁判所施設の防災・減災対策） 1,581,126

不用による既定経費の減少

人件費 △3,154,201

物・件費 △9,533

1次補正後予算額 325,334,008



廊詞

令和3年度補正予算（第1号） （案）物件費の案件

壷
》裁判手続のIT化等

幻

13"2500万円続の

ディスプレイ等のウェブ会議用機器の整備

民事訴訟手続のIT化に係るシステム開発等及び要件定轆支援等

裁判書類の電子提出に係るシステム改惨

7800万円

刑事手続IT化構想策定等

、

600万円

ディスプレイ等のウェブ会議用機器の整備

1億4000万円4その他

データセンタソフトウェアバージョンアップ

逃走防止用GPS端末の実証実験に係る業務委託

※百万円未満四捨五入



Q

■

匿画

令和3年度補正予算(第1号） （案）施股主要案件
~

15"8100万円

エレヘーター設備の耐震化 Br

本庁：福井地家裁，那覇地裁，東京家裁， 大阪家裁，神戸家裁，

仙台家裁‘札幌家裁

支部： （宇都宮）足利， （長野）飯田， （新潟）新発田，

（鳥取）米子， 〈鹿児島）名瀬， （仙台）石巻

、

2 老 の改偲 3

自家発電設備改修

火災報知設備改修等

本庁：仙台高地裁，京都地裁，釧路地家裁

※百万円未満四捨五入

裁判所 竃設の防災・減災対策



出席i中村事務総長，小野寺総務局長，徳|剛人事同

旨 ｜事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，戸苅家庭
｜長兼広報課長杜下情報政策課長.染谷審議

高裁悪

第1）

訟規員I

吉崎升｜
を改正

（醤調

1カゴJ回

説明

及び升’

一課長

規程α

一課長

崖
五
日
丞
鐸
牙
套
鯛
饗

］
可
畠
況
二
司
詞
〕
三

の一部を故

事局長説朋
昌一z銅塞Rァ

I j
G

｜

議2， 3◎裁判官会議

｡了承 1

---..-.-----一一・一・一・・一－口●値一一 ヴー一一一一

●秘書課長 大須賀 寛

’一宇一■一一ローマ ←一一一●－－－
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事務総局会議資料簾’
( I I月jo日開催）

(令和3． 11． 30経監印）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

最高裁判所

令和4年1月20日 （木）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判

を除く。 ） .を接続する方法により開催する。

最高裁判所

主 催

期 日

開催方法

１
２
３ と各高等裁判所 (支部

経理行政等事務全般の連絡協議協議事項

出席者

４
５ 各高等裁判所事務局次長 8人

｡

9

､



事務総局会議資料箪畢
(II月ヨ0日開催）

(令和3.. r･ ･1． 30)

配布資料目録
､

少年審判規則及び刑事訴訟規則の一部を改正する規則案

少年審判規則及び刑事訴訟規則の一部を改正する規則の制定理由について

１
２
３
４
少年審判規則及び刑事訴訟規則の一部を改正する規則新旧対照条文

部を改正する規則の制定に関する要綱少年審判規則の
一

一



配
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資
料
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少
年
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年
法
律
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配
布
資
料
３

第
一
条
関
係
Ｉ
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）

（
決
定
書
）
（
決
定
書
）

第
二
条
（
略
）
第
二
条
（
同
上
）

２
（
略
）
２
（
同
上
）

３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は
３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
署
名
押
印
又
は
前
項
の
規
定
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
署
名
押
印
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
記
名
押
印
に
代
え
て
押
印
す
る
こ
と
．
が
で
き
る
。
よ
る
記
名
押
印
に
代
え
て
押
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）
一
（
同
上
）

、

少
年
審
判
規
則
及
び
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧
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4

三
（
略
）

Ｉ

４
（
略
）

５
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は

、

Ｂ
■

二
法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
第
。
一
項

の
二
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
並
び

法
に
お
い
・
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
濁
訓
調
ゴ
コ
刮
剖
調
、
第
十

む
。
次
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
四
条

七
条
の
四
第
一
項
本
文
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
十
七
条
の
二
第
四
項
前
段

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定

に
第
三
十
四
条
た
だ
し
書
（
第
三
十
五
条
第
二
項
前
段

（
第
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

４
（
同
上
）

５
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は

三
（
同
上
）

二
法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
《
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
十
七
条
の
二
第
四
項
前
段

（
第
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
、
第
十
七

条
の
四
第
一
項
本
文
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
法

第
三
十
四
条
た
だ
し
書
（
第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定

に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
・
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

。
次
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
四
条
の

二
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
並
び
に

ー2 ．－

、



第
三
条
次
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が

■

、
審
判
期
日
に
お
い
て
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
．
７

（
略
）

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

■

、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省

三
～
五
（
略
）

二
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条

一

一

へ

略
一

一

へ

略
ゞ

一
法
第
二
十
四
条
第
一
項

（
決
定
の
告
知
）

決
定

の
二
、
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
の
決
定

及
び
．
第
六
十
四
条
篭
祁
一
項

の

二
法
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
こ

の
決
定
．

三
～
五
（
同
上
）

６
．
７
（
同
上
）

（
決
定
の
告
知
）
・

第
三
条
次
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が

、
審
判
期
日
に
お
い
て
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定

、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

二
（
同
上
） ’

一
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ゴ
烈
烈
詞
『
刺
の
決
定

３
～
６
（
略
）

（
決
定
と
同
行
状
の
執
行
指
揮
）

第
四
条
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
四
第

２
次
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が
、
少

年
の
面
前
で
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
（
略
）

二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

状
は
、
決
定
を
し
又
は
同
行
状
を
発
し
た
家
庭
裁
判
所
の

第
二
十
六
条
の
二
本
文

一
項
本
文
、

る
事
件
に
つ
い
て
の
法

四
条
・
第
一
項
第
二
号
及

簾
二
十
条
第
一
項
及
び
鰭

の
決
定
並
び
に
同
行

采
グ
』
二
馳
未
〒
立
雇
源
木
干
廿 、

第
四
条
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
四
第

３
～
６
（
同
上
）

（
決
定
と
同
行
状
の
執
行
指
揮
）

２
吹
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が
、
少

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
罰
馴
倒
劉
詞
割
引
画
割
引
劃
叫
Ｉ
『
ｊ
Ｉ
割
珂
．

年
の
面
前
で
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
六
条
の
二
本
文

二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い

一
項
本
文
、

一
（
同
上
）

る
事
件
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
条
の
決
定

第
十
八
条
、
第
十
九
鴛
調
第
引
詞
到
副
詞
剖
引
制
ヨ

未
瞳
弔
一
壺
狽
、
唯

坪
伍
二
韓
床
一
力
暉
霧
壬
千
壱

、

第

－4－



第
五
条
家
庭
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察

２
（
略
）１

条
第
一
項
、

裁
判
官
の
滑
揮
に
よ
っ
て
執
行
す
る
。

け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
、
第
十
九
条
今
第
二
十

官
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受

な
ら
な
い
・
保
護
観
察
所
長
か
ら
更
生
保
護
法
（
平
成
十

九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
》
一
項
の
規
定
に

と
き
は
、
そ
の
旨
を
送
致
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

（
決
定
の
通
知
）第

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
六

の
決
定
を
し
た

第
五
条
家
庭
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察

２
（
同
上
）

ロ

宮
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受

第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と

し
た
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
揮
に
よ
っ
て
執
行
す
る

９

ら
な
い
。
保
護
観
察
所
長
か
ら
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九

ざ

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、

き
は
、
そ
の
旨
を
送
致
を
し
た
者
に
通
知
し
な
．
け
れ
ぱ
な

の
決
定
並
び
に
同
行
状
は
、
決
定
を
し
又
は
同
行
状
を
発

る
通
告
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
一
項

（
決
定
の
通
知
）
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第
二
十
一
条
の
二
家
庭
裁
判
所
は
緬
法
第
十
七
条
第
一
項

２
．
３
（
略
）

■
Ｊ
夕

項
の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

、

よ
る
通
告
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
一

事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第

。
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る

第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
の
送
致
を
受
け
た

、
同
様
で
あ
る
。

第
一
項
又
は
第
六
十
一
三
歪
索
一
項

、
少
年
院
又
は
刑
事
施
設
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
き
は
、
そ
の
旨
を
少
年
を
収
容
し
て
い
る
少
年
鑑
別
所

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条

（
少
年
鑑
別
所
等
へ
の
通
知
）

の
決
定
を
し
た
と
き
も

２
．
３
（
同
上
）

（
少
年
鑑
別
所
等
へ
の
通
知
）

第
二
十
一
条
の
二
家
庭
裁
判
所
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項

第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
の
送
致
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
少
年
を
収
容
し
て
い
る
少
年
鑑
別
所

、
少
年
院
又
は
刑
事
施
設
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る

事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第

１条
の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

■

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
・
）
又
は
第
二
十

の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

『
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（
観
謹
の
瀞
置
に
関
す
る
通
知
・
法
第
十
七
条
等
）

第
二
十
二
条
観
護
の
措
置
を
と
り
又
は
こ
れ
を
取
り
消
し

若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
法
第
十
七
条
第

一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
法

第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

た
と
き
は
法
第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
・
れ
る
旨
を

速
や
か
に
保
護
者
及
び
付
添
人
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
適
当
と

認
め
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
部
凹
卿
州
判
掛
詞
別
剖
倒
１
剖
側
調
函
剛
郵
掴
割
昌
劇
刷
ｑ
剛
副
詞
川
Ⅵ
９
劃
問
別
別
池

す
る
場
合
を
含
む
。

年
不
壁
宋
一
億
認
ワ

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

未
第
一
項
第
二
号
の
階

の
決
定
を
し

シ

､I

第
二
十
二
条
観
謹
の
措
置
を
ど
り
又
は
こ
れ
を
取
り
消
し

（
新
設
）

第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
法
第
十
七
条
第

き
は
法
第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
七
条

第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
旨
を
速
や

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た
と

る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
憩
い
。

か
に
保
護
者
及
び
付
添
人
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
適
当
と
認
め

一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
法

（
観
謹
の
措
置
に
関
す
る
通
知
・
法
第
十
七
条
等
）

8
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II
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○

へ

新
設
営
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第
二
十
二
条
の
三
前
条
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定

は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
（
略
）

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
四
項
中
「
第
四
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文

に
記
録
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

年
月
日
の
通
知
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
・
と
あ
る
の
は

（
特
別
抗
筈
・
法
第
十
七
条
の
三
）

（
検
察
官
へ
の
送
致
の
方
式
・
法
第
一
〒
丁
条
調
。
封
倒
顎
）

「
第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
速
や
か

（
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
中

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
．

の
抗
告
に
つ
い
て
準
用
す
る

第
二
十
二
条
の
三
前
条
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定

は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
四
条
（
同
上
）

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
．

第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
抗
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
四
項
中
「
第
四
十
四
条
（

同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
中
年

え
る
も
の
と
す
る
。

９

月
伺
の
通
知
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
速
や
か
に

記
録
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替

（
特
別
抗
告
・
法
第
十
七
条
の
三
）

（
検
察
官
へ
の
送
致
の
方
式
・
法
第
二
十
条
）

－9－



、
。

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
．
事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（

第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

り
選
任
さ
れ
た
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
あ
る
と
き
は
、

弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
は
告
げ
る
こ
と
を

、

を
す
る
と
き
は
、
裁
判
長
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対

し
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
並
び
に
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
条

第
一
項
各
号
の
事
由
が
あ
る
旨
及
び
弁
護
人
を
選
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

…

擾
簾
十
条
第
一
噴
的
態

の
決
定

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（

第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
・
す
る
場
合
を
含
む
。

’た
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
あ
る
と
き
は
、
弁
護
人
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
ば
告
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
長
が
、

あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対
し
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
並
び

に
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
・
条
第
一
項
各
号
の
事
由
が
あ
る
旨

及
び
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

年
又
ほ
保
護
者
が
唾
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匙
法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
三
検
察
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
長
に

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

３
．
４
（
略
）

『

ｌ
む
。
）
又
は
弁
護
士
会
を
指
定
し
て
弁
護
人
の
選
任
を
申

鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第

対
し
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
少
年

け
．
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

士
法
人

、

要
し
な
い
。

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
そ
の
申
出
先
を
教
示
し
な

■

る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
護
士
、
弁
護

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
勾
留
場
所

３
．
４
（
同
上
）

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
勾
留
場
所

．
法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
三
検
察
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
長
に

対
し
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
よ
り
少
年

鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
．
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
護
士
、
弁
護

士
法
人
又
は
弁
護
士
会
を
指
定
し
て
弁
護
人
の
選
任
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
そ
の
申
出
先
を
教
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
五
条
（
略
）

２
（
略
）

２
．
３
（
略
）

第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設

被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

■

き
る
。

に
留
置
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で

含
む
。
）

は
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
又
は
刑
事
収
容
施
設
及
び

、

二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

の
決
定
を
す
る
と
き
は
本
人
を
他
の
少
年
鑑
別
所
若
し
く

（
保
護
処
分
の
決
定
の
方
式
・
法
劉
司
刊
呵
凹
型
調
割
）

（
保
護
処
分
の
決
定
の
言
渡
・
法
劉
斗
刊
河
川
劃
剰
謝
）

２
．
３
（
同
上
）

（
保
護
処
分
の
決
定
の
言
渡
・
法
割
引
利
可
叫
荊
）

第
三
十
五
条
（
．
同
上
）

２
（
同
上
）

（
保
護
処
分
の
決
定
の
方
式
・
法
劉
１
コ
刈
叫
鋼
）

含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
す
る
と
き
は
本
人
を

他
の
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と

又
は
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設
に
留
置
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
，
る
。

二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

｡
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、

第
三
十
六
条
（
略
）

第
三
十
七
条
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十

２
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一

等I
ー

劉
矧
劉
刊
「
画
到
劉
到
。
割
引
刻
司
剛
劃
判
珂
Ⅱ
「
呵
剴
調
劃
詞
剖
剖
劉
割
詞
司
司
謝
の
決

定
を
す
る
に
は
、
送
致
す
べ
き
少
年
院
の
種
類
（
少
年
院

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項

四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
決
定
を
す
る
に

項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号

は
《
保
護
観
察
を
す
べ
き
保
護
観
察
所
を
、
法
第
二
十
四

（
各
種
の
保
護
処
分
の
形
式
と
通
知
等
心
法
第
二
十
四
条

β

の
決
定
を
し
た
と
き
は
保
護

第
三
十
六
条
（
同
上
）

）

第
三
十
七
条
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
す

る
に
は
、
保
護
観
察
を
す
べ
き
保
護
観
察
所
を
、
同
項
第

２
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

保
護
観
察
所
長
に
、
同
項
第
二
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

’三号
の
決
定
を
す
る
に
は
、
送
致
す
べ
き
少
年
院
の
種
類

（
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
や
）
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
各
種
の
保
護
処
分
の
形
式
と
通
知
等
・
法
第
二
十
四
条

－13－



（
・
環
境
調
整
の
措
置
・
法
第
二
十
四
条
等
）

第
三
十
九
条
（
略
）

（
準
用
規
定
）

第
五
十
四
条
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
抗
告
に
つ
い

て
は
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
四

十
六
条
の
四
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
及
び

第
五
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

３
（
略
）

観
察
所
長
ば
、

ご

所
長
に
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

十
四
条
第
一
項
第
三
号

Ｉ

し
た
と
き
は
児
童
相
談
所
長
に
、
同
項
第
三
号
又
は
第
六

い
⑨

法
第
二
十
四
条
第
一
項
銅
現
二
弓

の
決
定
を
し
た
と
き
は
少
年
鑑
別

の
決
定
を

（
準
用
規
定
）

第
五
十
四
条
法
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
の
抗
告
に
つ
い

て
は
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
四

十
六
条
の
四
か
ら
第
四
十
八
条
ま
・
で
、
第
五
十
一
条
及
び

第
五
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

（
環
境
調
整
の
措
置
・
法
第
二
十
四
条
）

第
三
十
九
条
．
（
同
上
）

β
（
同
上
）

児
童
相
談
所
長
に
、
同
項
第
三
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

少
年
鑑
別
所
長
に
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

旬
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第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

て
し
た
法
第
三
十
三
条
の
決
定
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「

第
三
十
二
条
の
六
」
と
あ
る
の
は
『
第
三
十
二
条
の
六
（

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

む
。
）
」
と
、
「
第
三
十
三
条
』
と
あ
る
の
は
「
第
三
十

二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
二
条
の
六
に
お
い
て
準

ｆ

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い

、

、
第
四
十
六
条
の
二
中
「
検
察
官
関
与
決
定
を
し
た
事
件

五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て

に
つ
い
て
し
た
保
護
処
分
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
」

五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
つ
い
て
し
た
保
護
処
分
の
決
定
』
と
あ
る
の
は
「
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
二
条
の
六
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定
が
あ
っ
た
事
件
に
つ
い

て
し
た
法
第
三
十
三
条
の
決
定
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「

第
三
十
二
条
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
六
（

第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
第
三
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十

ｌ

、
第
四
十
六
条
の
二
中
「
検
察
官
関
与
決
定
を
し
た
事
件

準
用
す

る
第
三
十
三
条
」

と

－15－



第
二
条
関
係
ｌ
刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
国
選
弁
護
（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
国
選
弁
護

人
選
任
の
請
求
等
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）
人
選
任
の
請
求
等
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

第
二
百
八
十
条
の
二
少
年
法
第
四
十
五
条
第
七
号
（
同
法
第
二
百
八
十
条
の
二
少
年
法
第
四
十
五
条
第
七
号
（
同
法

第
四
十
五
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
第
四
十
五
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
に
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
に

勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
請
求
は
、
少
年
法
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
請
求
は
、
少
年
法

～

､

新

旧
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２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
四

て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条

’
第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所

、

第
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

法
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

十
二
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、

そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
裁
判
官
又
は
そ
の
地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部

の
所
在
地
を
含
む
。
）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に

の
規
定
に
よ
る
弁
護
人
の
選
任
に
関
す
る
処
分
は
、
‐
少
年

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
四

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

第
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
・
地
方
裁
判

所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
。
）
に
在
る

簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

法
第
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た

家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
地

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁

の
規
定
に
よ
る
弁
護
人
の
選
任
に
関
す
る
処
分
は
、
．
少
年

－17－



●

第
二
百
八
十
条
の
三
少
年
法
第
四
十
五
条
第
七
号
の
規
定

に
よ
り
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た

裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ

の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
・
）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁

判
官
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
４
（
略
）

第
十
九
条
第
二
項

被
疑
者
で
そ
の
資
力
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
も
の
が
法
第

、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十

一
条
の
．
二
第
一
項
の
申
出
を
す
べ
き
弁
護
士
会
は
少
年
法

三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は

人
選
任
の
申
出
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
私
選
弁
護

、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条

第
二
百
八
十
条
の
三
少
年
法
第
四
十
五
条
第
七
号
の
規
定

に
よ
り
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
．
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た

３
．
４
（
同
上
）

方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
。
）

に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
餌
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な

被
疑
者
で
そ
の
資
力
．
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
も
の
が
法
第

ら
な
い
。

第
十
九
条
第
二
項
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁

、
。
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十

人
選
任
の
申
出
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は

一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
を
す
べ
き
弁
護
士
会
は
少
年
法

（
観
護
の
措
置
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
私
選
弁
護

－18－



口

所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
と
す
る
。

２
（
略
）

Ｉ
、

第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

当
該
弁
護
士
会
が
法
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判
所
は
当
該
家
庭
裁
判
所
の

る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
．
弁
護
士
会
と
し
、

判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内

に
在
る
弁
護
．
士
会
と
し
、
当
該
弁
護
士
会
が
法
第
三
十
七

条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判

所
は
当
該
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
と
す
る
。

２
（
同
上
）

〆
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一

(配布資料4）

少年審判規則の一部を改正する規則の制定に関する要綱

この要綱案は，少年法等の一部を改正する法律（令和3年法律第47罰の施行

に伴い，少年審判剥覗1の改正が考えられる事項を整理したものである。

この要綱案中， 「法」とあるのは，少年法（昭和23年法律第168号）をいう。

観態の静の にする改正

第22条を次のとおり改めること（下線部が改正部分である。以下同じ） 。

(観護の措置に関する通知・法第十七条等）

第22条観護の措置をとり又はこれを取り消し若しくは変更したときはそ

の旨を,法第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について法第十

・九条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む｡以下この条に

おいて同じ｡),重三士鍵三重里蛙篁さ士三塞箪=望の決定をしたときは法

一
一
一
一
一
一
一

み
に
と
者
留
る
勾
め
が
認
置
と
措
当
の
適
窮
鋤
第
れ
項
そ
一
ち
第
う
条
の
七
人
十
添
第
付
法
び
り
及
よ
者
に
麓
。

定
保
い

鯛
枇
純

号
や
な

四
速
ぱ

第
を
れ

条
璋
日
け

五
る
な

十
れ
し

四
さ
知

第
な
通

関する改正

1



第24条の2第1項及び第2項を次のとおり改めること。

(観護の措置力吻留とみなされる場合の告知等・法第四十五条第四号等）

第24条の2法第十七条第一項第二号の措置がとられている事件について，

法第十九条第二項（第二十三条第三項において準用する場合を含む｡)，篁三

十条第一項又は第六十二条第一項の決定をするときは｡裁判長が,あらかじ

め，本人に対し，罪となるべき事実並びに刑事誘訟法第六十条第一項各号の

事由がある旨及び弁謹人を選任することができる旨を告げなければならな

い｡ただし,法第二十条第=項又は第六十二条第一項の決定をする場合にお

いて,法第十条第一項の規定により選任された弁護士である付添人があると

きは，弁護人を選任することができる旨は告げることを要しない。

2前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たって

は,本人は弁護士,弁護士法人_〔鎚土型1国塗塗遥…塗ﾑ窒童壷旦l

又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその

申出先を教示しなければならない。

3決定と同行状の執行指揮に関する改正

第4条第1項を次のとおり改めること。

（決定と同行状の執行指揮）

第4条法第十七条第一項第二号､第十七条の四第一項本文，第二十四条第一

璽重三曼及璽重三豊,開二十六条の二本文，第二十七条の二第五項本文並び

に第六十四条第一項第三号の決定並びに同行状は,決定をし又は同行状を発

した家庭裁判所の裁判官の指揮によって執行する。

4その他

刑事処分相当の検察官送致決定の根拠条文が「法第20条第1項」と特定され

たこと又は特定少年の特例規定力鞭けられたことに伴う改正

（1）第2条第5項第2号を次のとおり改めること。

（決定書）

2



第2条 1～4（略）

5次の各号に掲げる決定を除く決定の決定霧には，前項第二号及び第四

号に掲げる事項の記載を省略することができる。

－（略）

二塗霊二士条菫二項，第二十四条;第二十四条の二,第六十二条第一

項及び第六十四条の決定

三～五（略）

6．7 （略）

(2)第3条第1項第1号及び第2項第2号を次のとおり改めること。

（決定の告知）

第3条次に掲げる決定を告知するには，裁判長が，審判期日において言

い渡さなければならない。

一法第二十四条第一項及び第六十四条第一項の決定

二（略）

2次に掲げる決定を告知するには,裁判長が，少年の面前で言い渡さな

ければならない。

一（略）

二法第十七条第一項第二号の措置がとられている事件についての迭篁

二十条第一項及び第六十二条第一項の決定

3～6 （略）

(3)第4条第1項を前記「3決定と同行状の執行指揮に関する改正」のとお

り改めること。

(4)第5条第1項を次のとおり改めること。

（決定の通知）

第5条家庭裁判所は，検察官， 司法警察員，警察官，都道府県知事又は

児童相談所長から送致を受けた事件について法第十八条,第十九条,菱

皇士条篁=曳第二十三条,第二十四条第一項箆六十二条第一項又は

第六十四条第一項の決定をしたときは，その旨を送致をした者に通知し

3



なければならない｡保護観察所長から更生保護法（平成十九年法律第八

十八号)第六十八条第一項の規定による通告を受けた事件について法第

二十四条第一項の決定をしたときも，同様とする。

2．3（略）

(5)第21条の2を次のとおり改めること｡

（少年鑑別所等への通知）

第21条の2家庭裁判所は．法第十七条第一項第二号の措置がとられて

いる事件の送致を受けたときは，その旨を少年を収容している少年鑑別

所，少年院又は刑事施設に通知しなければならない。法第十七条第一項

第二号の措置がとられている事件について，法第十九条第二項（第二十

第一項又は第六三条第三項において準用する場合を含む｡)， 棄一

二条第-号壇の決定をしたときも，同様である。

(6)第22条第1.項を前記rl観謹の措置等の通知先に関する改正』のとお

り改めること。

(7)第24条の見出しを次のとおり改めること。

（検察官への送致の方式･法第二十条第一項等）

第24条（略）

(8)第24条の2第1項を前記「2観護の措置が勾留とみなされる場合の弁

護人選任権の告知における申出先に関する改正』のとおり改めること。

(9)第24条の3第1項を次のとおり改めること。

（観護の措置が勾留とみなされる場合の勾留場所・法第四十五条第四号等）

第24条の3検察官は，あらかじめ,裁判長に対し,法第十七条第一項

第二号の措置により少年鑑別所に収容されている者について法第十九条

第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む｡),第二十条第

の決定をするときは本人を他の少年鑑別所若一項又は第六十二条第一畷

しくは刑事施設に収容すること又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇

に関する法律（平成十七年法律第五十号）第十五条第一項の規定により

留置施設に留置することに同意するよう請求することができる。

4



I

2．3 （略）

⑩第35条の見出しを次のとおり改めること。

（保護処分の決定の言渡･法第二十四条等〉

第35条1 ．2（略）

伽第36条の見出しを次のとおり改めること。

（保護処分の決定の方式･法第二十四条等）

第36条（略）

⑫第37条の見出し，第1項及び第2項を次のとおり改めること。

（各種の保護処分の形式と通知等･法第二十四条等）

第37条法第二十四条第一項第一号又I
L

は第二号の決定をするには．保護観騨保護観察を

ま第六十四条第一項第一号若しく

すべき保護観察所を法第二十

四条第一項第三号又Iま の決定をするには，送致第六十四条第一項第三号

すべき少年院の種類（少年院法（平成二十六年法律第五十八号）第四条

第一項第一号から第三号までに掲げるものに限る｡)を指定するものとす

る。

2法第二十四条第一項第一号又！ま第六十四条第一項第一号若しくは第二

量の決定をしたときは保護観察所長に，法第二・

定をしたときは児童相談所長に,同項第三号又1

号の決定をしたときは少年鑑別所長に，速やかI

ぱならない。

側第39条の見出しを次のとおり改めること。

（環境調整の措置･法第二十四条等）

第39条（略）

法第二十

速やかに

四条第一項第二号の決

ま第六十四条第一項第三

その旨を通知しなけれ

以上

5



事務総局会議資料喋3
《〃月身D日開催）

(令和3. 11. 30)

配布資料目録 ～

少年調査記録規程の一部を改正する規程案
■ ?

少年調査記録規程の一部を改正する規程の制定理由について

１
２
３ 部を改正する規程新旧対照条文少年調査記録規程の一



配
布
資
料
１

旬

最
高
裁
判
所
規
程
第
号

」
を
加
え
る
。

少
年
院
法
第
百
三
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

一
項
、
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
六
条
第
一
項
、
更
生
保
護
法
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は

。

。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
．
よ
る
通
告
」
の
下
に
「
、
同
法
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請

１

第
三
条
中
「
第
二
十
条
」
を
”
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
又
は
第
二
十
六
条
の
四
・
第
．
一
項
」
を
「
、
第
二
十
六
条
の
四
第

少
年
調
査
記
録
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
．
改
正
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

少
年
調
査
記
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

附

則

（
令
和
．
．
家
一
印
）

』



／

。
■
日

配
布
資
料
２

！

要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
蝉
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
．

理
由

少
年
法
等
の
一
・
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
へ
少
年
調
査
記
録
規
程
に
〃
つ
い
て
所
‐

f

～

、

1

『

I

ー

1 ■
ｒ
ｂ、

幹

９
勺

、 I

Q

辞

I

〆

｝

ノ

『

『
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配
布
資
料
３

少
年
調
査
記
録
規
．
程
（
昭
和
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
号
）

（
調
査
記
録
の
作
成
）
（
調
査
記
録
の
作
成
）
・

第
二
条
（
略
）
第
二
条
（
同
上
）

２
再
犯
、
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
２
再
犯
、
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号

）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
六
）
第
六
十
七
条
第
二
．
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
六

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
．
通
告
１
劃
馴
調
謝
謝
制
詞
川
鍋
一
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
、
同
法
第
七
十
一
条

の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
の
規
定
に
よ
る
戻
し
収
容
申
請
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十

よ
る
戻
し
収
容
申
請
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第

少
年
調
査
記
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

～

新

＝

、

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
．
）

旧

』

－1－



●

（
決
定
書
の
謄
本
等
の
．
編
て
つ
）

第
三
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
銅
劉
斗
判
型
創
珂
引
凋
、
第
二
十
四

条
第
一
項

第
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
百
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
継
続
申
請
等
に
よ
り
、
同

る
｡
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
参
考
書
類
を
編
て
つ
し
て
作
成
す

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
調
査
記
録
は
従
前
の
事
件
に
っ

い
て
作
成
さ
れ
た
調
査
記
録
に
、
新
た
に
係
属
し
た
事
件

■
口

一
の
少
年
に
つ
い
て
新
た
な
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
係
属

～

第
三
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
。

所
に
係
属
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
調
査
記
録
は
従
前
の

Ｉ
事
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
調
査
記
録
．
に
、
新
た
に
係
属

す
る
。

、
そ
の
決
定
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
調
査
記
録
に
編
て
つ

項 以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
劉
到
刊
刊
調
、
第
二
十
四
条
第
一

や

よ
り
、
同
一
の
少
年
に
つ
い
て
新
た
な
事
件
が
家
庭
裁
判

百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
継
続
申
請
等
に

し
た
事
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
愚
参
考
書
類
を
編
て
つ
し

て
作
成
す
る
。

（
決
定
書
の
謄
本
等
の
編
て
ご

の
決
定
を
し
た
と
き
は

－2－



決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を

調
査
記
録
に
編
て
つ
栽
る
。
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